
 

 

 

居宅介護支援契約書 

 

                 様（以下「利用者」と略します。）と社会医療法人 新潟勤労者医療協会

が運営するケアプランひだまり（以下「事業者」と略します。）は、事業者が提供する指定居宅介護支援

について、以下のとおり契約を締結します。 

 

（契約の目的） 

第1条 事業者は、介護保険法（平成９年法律第123号）その他関係法令及びこの契約に従い、利用者が

可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、利用者に

対し適切な居宅サービス計画を作成し、かつ、居宅サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事

業者その他の事業者、関連機関との連絡調整、その他便宜の提供を行います。 

（契約期間） 

第２条 この契約の期間は、以下のとおりとします。 

     年   月   日～     年   月   日 

  ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護（要支援）状態区分の変更の認定を受け、要介護（要

支援）認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護（要支援）認定有効期間の満了日

までとします。 

２  上記契約期間満了日までに利用者から契約更新しない旨の申し出がない場合、本契約は自動的に更新

されるものとします。 

（居宅サービス計画の立案） 

第３条 事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を担当者として指定し、居宅サービス計画を作成

します。 

２  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たり、次に掲げる事項を遵守します。 

  一  利用者の居宅を訪問した上で利用者及び利用者の家族に面接し、解決すべき課題の把握に努めるこ

と。 

  二  利用者又は利用者の家族に対し、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの

内容、利用料等の情報を、適正に提供すること。 

  三  利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は

福祉サービス等の利用も含めて居宅サービス計画に位置付けるよう努めること。 

  四  利用者及び利用者の家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、

提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、サービス提供上の留意事項等を明記

した居宅サービス計画の原案を作成すること。 

五 前号の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上

で、当該原案の内容について利用者又は利用者の家族に説明し、利用者から文書による同意を得るこ

と。 

  六 居宅サービス計画を作成した際は、遅滞なく利用者へ当該サービス計画を交付すること。 

七  利用者が、医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て

主治医等の意見を求め、その指示がある場合には、これに従うこと。 

（居宅サービス計画作成後の援助） 

第４条  事業者は、居宅サービス計画の作成後、利用者及び利用者の家族と継続的に連絡を取り、利用者

の実情や居宅サービス計画の実施状況等の把握を行います。 

２ 事業者は、利用者の解決すべき課題の変化が認められた場合等、必要に応じて居宅サービス計画の変

更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

３ 事業者は、利用者の意思を踏まえて、要介護（要支援）認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

 

 



 

 

（介護保険施設入所への支援） 

第５条  事業者は、利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望した場合、利用者に適切な介護保険施

設の紹介、その他必要な援助を行います。 

（利用料） 

第６条 指定居宅介護支援の提供に関する利用料は、契約書別紙（重要事項説明書）のとおりです。 

（利用者の解約権） 

第７条 利用者は、７日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでもこの契約の解約を申

し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。 

２  利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず直ちに契約を解約するこ

とができます。 

  一  事業者が、正当な理由なく、介護保険法等関係法令及びこの契約書に定めた事項を遵守せずにサー

ビスの提供を怠った場合。 

  二  事業者が、第１１条に定める秘密保持義務に違反した場合。 

  三  事業者が、著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事由が認められる場合。 

（事業者の解約権） 

第８条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により２週間以上の予告期間をもって、

この契約を解約することができます。 

一 利用者、家族が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為（怒鳴る・大声を発するなど乱暴

な言動をする、対象外のサービスの強要、体を触る等、当事業所の規定するハラスメントに該当する

と判断した行為）をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目

的を達成することが著しく困難となった場合 

二 利用者が事業者の定める通常の事業の実施地域外へ転居し、事業者において指定居宅介護支援の提

供が困難であると見込まれる場合 

２ 事業者は、前項によりこの契約を解約する場合には、必要に応じて利用者が住所を有する市町村等に

連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。 

（契約の終了） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。 

 一 第２条第２項に基づき、利用者から契約を更新しない旨の申し出があり、契約期間が満了した場合 

 二 第７条第１項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合 

 三 第７条第２項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされた場合 

 四 第８条第１項に基づき、事業者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合 

 五 利用者が介護保険施設へ入所した場合 

 六 利用者が（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規

模多機能型居宅介護サービス又は（介護予防）認知症対応型共同生活介護を受けることとなった場合 

 七 利用者の要介護状態区分が、自立とされた場合 

八 利用者が死亡した場合 

（損害賠償） 

第１０条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由に

より、利用者又は利用者の家族に損害を及ぼした場合には、速やかに損害を賠償します。 

  ただし、利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することができます。 

（秘密保持） 

第１１条 事業者及び事業者の従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対する指定居宅介護支援の提

供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報を漏らしません。 

２ 事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報

を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。 

３ 事業者は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、利用者の居宅サービス計画立案のためのサ

ービス担当者会議並びに介護支援専門員と指定居宅サービス事業者等との連絡調整において必要な場合

に限り、必要最小限の範囲内で使用します。 

 



 

 

＜利用者の個人情報の取り扱いについて＞ 

 ケアプランひだまり（および社会医療法人新潟勤労者医療協会）は、個人情報の保護に関する方針を定

め、個人情報の利用にあたっては、以下の利用目的の範囲でのみ利用いたしますので、あらかじめご了承

をお願いいたします。 

［１］介護サービスを提供するための通常業務での利用目的 

 ケアプランひだまりでは、居宅介護支援サービスを提供するために、通常の業務において次の目的で

利用者の個人情報を利用いたします。 

＜事業所内での利用＞ 

①利用者への居宅介護支援サービスの提供および説明 

②利用者の家族への説明 

③利用者の居宅介護支援サービスの向上を目的とした研修および症例研究 

④介護保険事務および会計、経理事務 

⑤事故等の報告 

⑥居宅介護支援サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

⑧事業所での学生等の実習などへの協力 

⑨利用者に係る管理運営業務 

＜事業所外への情報提供を伴う利用＞ 

①利用者に居宅サービスを提供する居宅サービス事業者、介護保険施設および医療機関、地域包

括支援センター等ならびに保険者との連携、照会への回答 

②介護報酬の請求業務等の介護保険事務 

③実地指導等への対応や第三者評価機関、外部監査機関等への情報提供 

④事故の報告、損害賠償保険等に係る保険会社等への相談または届出等 

［２］第三者への提供 

  利用者の個人情報は、あらかじめ利用者（重度の認知症の利用者の場合は家族） 

の同意をいただくことなく、事業者および法人（社会医療法人 新潟勤労者医療協会）の職員以外

の者に提供することはいたしません。ただし、上記［1］に該当する場合は、特にお申し出がない

限り、介護サービスを提供するための通常業務として必要な範囲において第三者に提供いたします｡ 

 ※ この取り扱いについて同意しがたい事項がある場合は、その旨を担当者（説明者）または担当

窓口までお申し出下さい。お申し出がないものについては、同意していただいたものとして取り扱

わせていただきます｡ 

［３］外部委託について 

    当事業所が業務を委託する相手に、利用者の個人情報を預ける場合があります。その場合は、委

託先において個人情報の保護や管理が適切に行われていることを事業所の責任において監督します。 

［４］個人情報に対する安全対策 

     私たちは、個人情報の紛失、破壊、外部への不正な流出、改ざん、不正アクセスを防ぐために、

個人情報保護規程を整備し、合理的な安全対策を講じています。 

［５］個人情報の開示・訂正・利用停止・削除 

     利用者の個人情報について開示を希望される場合、および個人情報の訂正、利用停止、削除等を

希望される場合は、担当窓口までお申し出下さい。ご希望に対し、私たちの規定に従い誠実に対応

させていただきます。その際、所定の料金をいただく場合があります。 

４ 第２項以外の目的で、相手方に情報提供する場合には、別に文書により同意を得ること 

とします。 

５ 第１項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律（平成17年法律第124号）に定める通報を行うことができるものとし、その場合、事業者は、秘密

保持義務違反の責任を負わないものとします。 

（苦情処理） 

第１２条 利用者又は利用者の家族は、事業者が提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置

付けた指定居宅サービス等に対する苦情がある場合には、「契約書別紙（兼重要事項説明書）」に記載

された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し出ることができます。 

２ 事業者は、利用者又は家族から苦情の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対処することとし、必

要に応じてサービスを点検し、関連機関との連絡調整を行います。 

３ 事業者は、利用者が苦情の申出を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いもいたしません。 

 



 

 

（サービス内容等の記録の作成及び保存）   

第１３条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する書類を整備し、その完結の日から

5年間保存します。 

２ 利用者及び利用者の後見人（後見人がいない時は利用者の家族を含む。）は、事業者に対し、いつで

も前項の記録の閲覧及び複写を求めることができます。ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対

して、実費相当額を請求できるものとします。 

３ 事業者は、契約の終了にあたって必要があると認められる場合は、利用者の同意を得た上で、利用者

の指定する他の居宅介護支援事業者等へ、第1項の記録の写しを交付できるものとします。 

 （高齢者虐待防止について） 

第１４条 事業者は利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、虐待の発生又はその再発を防止するための

措置について以下を講ずる。 

（1）虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置 

（2）虐待の防止のための指針の整備 

（3）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施 

（4）（1）から（3）を適切に実施するための担当者を置く 

（契約外条項） 

第１５条 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他関係法令の定めるところを尊重し、利

用者及び事業者の協議により定めます。 

 

              


